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実
り
の
秋
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中
里
秋
祭
り
・
こ
ら
っ
し
ゃ
い
湯
沢
収
穫
祭

　

月
６
日
（
土
）
湯
沢
中
里
ス
キ
ー

１０場
収
穫
体
験
田
に
お
い
て
、稲
刈
り

体
験
を
行
い
ま
し
た
。毎
年
県
外
か

ら
お
越
し
い
た
だ
く
方
も
多
数
お

り
、　

名
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

６５

皆
さ
ん
、湯
沢
町
で
育
っ
た
稲
の
収

穫
を
楽
し
み
、収
穫
後
の
秋
味
の
ご

ち
そ
う
を
堪
能
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

家
族
で
参
加
さ
れ
た
方
も
多
く
、お

子
様
に
ご
は
ん
が
で
き
る
ま
で
の

過
程
や
食
べ
物
の
有
難
さ
を
身
を

も
っ
て
伝
え
る
よ
い
き
っ
か
け
に

も
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

湯
沢
中
里
秋
祭
り

春
に
は
桜
で
満
開
に
な
る
カ
ル

チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
に
、赤
く
色
づ
い

た
葉
が
舞
っ
て
い
ま
し
た
。会
場
で

は
「
お
腹
い
っ
ぱ
い
で
苦
し
い
！
」

と
地
元
で
採
れ
た
食
材
を
心
ゆ
く

ま
で
楽
し
む
方
で
賑
わ
っ
て
い
ま

し
た
。他
に
も
さ
つ
ま
い
も
掘
り
体

験
や
あ
ん
ぼ
作
り
教
室
な
ど
体
験

ブ
ー
ス
も
多
く
、
見
て
、
食
べ
て
、

体
験
し
て
・
・
秋
の
湯
沢
を
満
喫
し

て
い
ま
し
た
。
左
写
真
は
、
さ
つ
ま

い
も
を
姉
妹
で
協
力
し
て
収
穫
し

た
様
子
で
す
。

こ
ら
っ
し
ゃ
い

　
　
　

湯
沢
収
穫
祭



�

芸
術
の
秋
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ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
・
中
央
保
育
園

来
年
１
月　

日
に
開
催
さ
れ
る

１９

キ
ャ
ン
ド
ル
ラ
イ
ブ
に
て
展
示
さ

れ
る
絵
を
、中
央
保
育
園
の
３
歳
か

ら
５
歳
の
園
児
に
描
い
て
も
ら
い

ま
し
た
。
夢
を
描
く
子
、
友
達
や
妹

と
遊
ん
で
る
絵
、好
き
な
絵
を
上
手

に
描
い
て
い
ま
し
た
。
女
の
子
は
、

人
物
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
カ
ラ
フ

ル
に
仕
上
げ
、男
の
子
は
動
物
や
乗

り
物
、地
球
な
ど
を
か
っ
こ
よ
く
思

い
描
く
ま
ま
に
形
に
し
て
い
ま
し
た
。

第
８
回
目
を
迎
え
た
ふ
れ
あ
い
コ

ン
サ
ー
ト
は
、地
元
の
音
楽
仲
間
に

よ
る
手
作
り
コ
ン
サ
ー
ト
。観
客
の

皆
さ
ん
も
、聞
き
な
れ
た
音
楽
を
一

緒
に
口
ず
さ
ん
だ
り
、音
に
合
わ
せ

て
身
体
を
揺
ら
し
な
が
ら
楽
し
ん

で
い
ま
し
た
。
秋
の
ひ
と
と
き
に
、

様
々
な
音
楽
に
触
れ
ら
れ
る
と
て

も
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
音
楽
会
で
、毎

回
多
く
の
皆
さ
ま
よ
り
好
評
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

ふ
れ
あ
い

　
　
　

コ
ン
サ
ー
ト

中
央
保
育
園

　
　
　

お
絵
か
き
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湯沢　　の味覚�
こ の 秋 、湯 沢 で 採 れ た
旬の味覚をご紹介します

ヌ メ リ の 成 分 ム チ ン は 胃 の 粘
膜 を 守 る 働 き が あ り ま す 。お
味 噌 汁 や 酢 の 物 に ピ ッ タ リ 。

抗 が ん 作 用 が あ る と 言 わ れ 、
ビ タ ミ ン D を 多 く 含 み ま す 。
き ん ぴ ら に 加 え る と 食 感 の ア
ク セ ン ト に 。

栗 の 渋 皮 に は ポ リ フ ェ ノ ー ル
が た く さ ん 含 ま れ て い ま す 。
渋 皮 ご と 唐 揚 げ に す る 珍 し い
食 べ 方 も 。

豆 腐 や 白 ゴ マ 、砂 糖 と 塩 で 味
付 け し 、白 和 え に し た り 、マ ヨ
ネ ー ス で 和 え て サ ラ ダ に し て
も お い し い 。

秋 の 収 穫 と い え ば お 米 ！ 湯 沢
産 の コ シ リ カ リ は 粘 り 気 が あ
り 、美 味 し さ 満 点 ！

甘 い さ つ ま い も は 、添 加 物 な
し の 健 康 に 良 い お や つ 代 わ り 。

さ つ ま い もな め こ

栗 ま い た け

柿湯 沢 産 南 魚 沼 米
　 コ シ リ カ リ
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10 月の町長活動状況
朝礼／豊島区８０周年記念式典（２日まで）１日

新三国トンネル開削促進期成同盟会総会３日

松伏町災害援助協定調印式４日

臨時議会５日

課長会議９日

国道３５３号線県境開設促進協議会総会１０日

二居原画展オープニング式典１４日

湯沢塩沢道路要望会１５日

シルバー奉仕活動１６日

全国観光所在地町村協議会（１９日まで）１８日

こらっしゃい湯沢収穫祭２１日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合議会／病院管理
協議会

２４日

統合文教施設安全祈願祭・起工式２５日

防災訓練２６日

湯沢市訪問（３０日まで）２９日

土木振興協議会県土木部要望会３１日

�������	
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繰越金 ４億１,７４７万繰越金　４億１,７４７万円円
（５.９％（５.９％））

諸収入 ３億３,３１５万諸収入　３億３,３１５万円円
（４.７％（４.７％））

財産収財産収入入
１億３,５０４万１千１億３,５０４万１千円円
（１.９％（１.９％））

国庫支出国庫支出金金
５億６５１万９千円（７.１％５億６５１万９千円（７.１％））

県支出県支出金金
５億８,１９１万９千５億８,１９１万９千円円
（８.２％（８.２％））

町町債債
２億５,０７０万円（３.５％２億５,０７０万円（３.５％））

地方消費税交付地方消費税交付金金
１億５４７万５千円（１.５％１億５４７万５千円（１.５％））

地方譲与地方譲与税税
５,９９２万７千円（０.８％５,９９２万７千円（０.８％））

町税内町税内訳訳
固定資産税 ３４億４,７０万３千　固定資産税 ３４億４,７０万３千円円
町 民 税 ５億９,８１２万１千円　町　民　税 ５億９,８１２万１千円　
入 湯 税 ９,３９９万１千　入　湯　税 ９,３９９万１千円円
町たばこ税 ８,７０９万７千　町たばこ税 ８,７０９万７千円円
軽自動車税 １,７８５万１千　軽自動車税 １,７８５万１千円円
都市計画税 ５３万４千　都市計画税 ５３万４千円円

��
その他その他　
２億６,３９１万５千円（３.７％２億６,３９１万５千円（３.７％））

��

��

町町税税
４２億１６６万７千４２億１６６万７千円円
（５９.２％（５９.２％））

��

��
��
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　　町債が減額 
南魚沼市のごみ処理施設整備に伴
う湯沢町負担分のための借入れが
終わったこと、臨時財政対策債の借
入れが減ったことなどから５,１７０万
円の減となりました。

９月定例議会において平成２３年度決算が承認されましたので、お知らせいたします。

　平成２３年度一般会計決算額は、収入が７０億９,４１６万１千円、支出が６６億３,８３５万

４千円となり、収入支出とも２２年度決算額を上回りました。

　歳入歳出差引額は４億５,５８０万７千円で、ここから平成２４年度に繰り越した使途が

決まっているお金（平成２３年度中に事業が終わらず、その分を平成２４年度に持ち越

したもの）を除いた実質収支（純繰越額）は、３億１,１３７万１千円の黒字となりました。

���������

実質収支
�－�

翌年度に繰り
越すべきお金�

収支�
（収入－支出）

支出収入年度

５億３,８２９万１千円３,５２３万８千円５億７,３５２万９千円６３億１,７５６万円　　６８億９,１０８万９千円平成２１年度

３億２,６７１万６千円９,０７５万４千円４億１,７４７万円　　６２億８,４２８万７千円６８億　１７５万７千円平成２２年度

３億１,１３７万１千円１億４,４４３万６千円４億５,５８０万７千円６６億３,８３５万４千円７０億９,４１６万１千円平成２３年度

使用料及び手数使用料及び手数料料
５,２３９万１千５,２３９万１千円円
（０.７％（０.７％））

繰入金 １億８,５９８万７千繰入金　１億８,５９８万７千円円
（２.６％（２.６％））

��

     平成２３年度
　決算の概要

　　繰越金、財産収入が減額 
前年度からの繰越金が１億５,６０５万
９千円の減となったほか、建物補償
料収入が減り、財産収入が３,９２９万
５千円の減となりました。

　　県支出金が大幅に増 

�

　　繰入金額が大幅に増 

�

　　諸収入が大幅に増 

�

　　その他の収入が増額 �

東日本大震災応援経費等により災
害救助費負担金が２億３,４５３万６千
円の大幅増となりました。

地域福祉基金、中山間ふるさと
水と土保全基金の廃止に伴い、
諸収入が１億４,１７８万４千円の大
幅増となりました。

学校施設整備基金から一般会計へ
の繰入等により１億７,７９９万２千円
の増となりました。

豪雪に伴う除雪経費分の特別交

付税等により８,５２７万９千円の
増となりました。

�
�
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人件人件費費（１６.１％（１６.１％））
１０億６,７５５万９千１０億６,７５５万９千円円

���

扶助扶助費費（９.４％（９.４％））
６億２,２２９万３千６億２,２２９万３千円円

公債公債費費（１.７％（１.７％））
１億１,５７４万６千１億１,５７４万６千円円

普通建設事業普通建設事業費費
（１５.９％（１５.９％））
１０億５,４１９万５千１０億５,４１９万５千円円

補助費補助費等等（１７.６％（１７.６％））
１１億７,０３５万６千１１億７,０３５万６千円円

繰出繰出金金（１４.１％（１４.１％））
９億３,６６０万６千９億３,６６０万６千円円

物件物件費費（１４.３％（１４.３％））
９億４,７６３万６千９億４,７６３万６千円円

積立積立金金（３.０％（３.０％））
１億９,９５０万５千１億９,９５０万５千円円

維持補修維持補修費費（５.８％（５.８％））
３億８,３３７万４千３億８,３３７万４千円円

投資出資貸付金（１.６％）
１億５５７万５千円

��
��

��

������

��
��

総務総務費費
１７億６,３６８万６千１７億６,３６８万６千円円
（２６.６％（２６.６％））

民生民生費費
１０億９,４９６万７千１０億９,４９６万７千円円
（１６.５％（１６.５％））

衛生衛生費費
５億８,４５１万９千５億８,４５１万９千円円
（８.８％（８.８％））

教育教育費費
６億４,４０６万８千円（９.７％６億４,４０６万８千円（９.７％））

消防消防費費
４億８,０２２万６千円（７.２％４億８,０２２万６千円（７.２％））

商工費 ３億７,９６５万３千円（５.７％商工費　３億７,９６５万３千円（５.７％））

公債費
１億７４万６千円（１.５％）

土木土木費費
１３億８,４５１万９千１３億８,４５１万９千円円
（２０.９％（２０.９％））

農林水産業費
８,９９６万９千円（１.４％）

その他内その他内訳訳
議会費 ７,３７９万７千円（１.１％議会費　　　７,３７９万７千円（１.１％））
労働労働費費　　　１,１,６６９万７千円（０.１％６６９万７千円（０.１％））
災害復旧費 ３,５５災害復旧費　３,５５００万９千円万９千円（０.５％）（０.５％）
諸支出諸支出金金　　１,１５７万４００円（０円（０.００.０％）％）

���

　H２３年度の支出の中で最も大きな割合を占めて

いるのが補助費です。補助費とは、各種団体への補

助金や南魚沼市へのごみ処理・消防業務などの委

託費、公営企業（水道事業、病院事業）への補助金

などです。地域振興券の発行や観光協会の宣伝費

補助金が大幅に増額となりました。

　次に大きな割合を占めるのが人件費です。人件

費には議員、職員の給料のほか、消防団報酬や各種

委員の報酬を含みます。職員給料については退職

者の補充を抑制するなど削減を図り、年々総支出

に占める割合が減少してきています。

　三番目に大きな割合を占めるのが、普通建設事

業費です。普通建設事業費とは道路、橋りょう、学

校、保育園、庁舎などの公共施設、公用施設の建設

事業に必要とされる投資的な経費です。三俣地域

振興対策事業や旧湯沢高校解体工事などにより増

額となりました。

性質別に見ると

　　衛生費が減額 
Ｈ２３年度から町によるリゾートマンションの一
般廃棄物収集が始まりましたが、南魚沼市への負
担金（可燃ごみ処理施設整備、不燃ごみ埋立処分
施設整備）が終了したため２億５,３７３万７千円 の
減となっています。

　　公債費、労働費が減額 
公債費は、前年度で償還の終了した事業債があり
２,０６８万４千円の減となりました。また、青少年
体育センターの取壊しに伴う駐車場造成工事が
完了したため５４２万１千円の減となりました。

　　商工費が大幅に増 
地域振興券の発行、経済復興対策特別融資、風評
被害対策のための観光協会への補助金等、東日
本大震災からの経済復興に関する事業等により
１億７,０７９万２千円と大幅に増加しました。

�

　　民生費が大幅に増 

�
　　議会費が増 �
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東日本大震災の被災者の配宿
等、災害救助費等の増により２
億５,３７３万７千円 と大幅に増加
しました。

議員年金廃止に伴う共
済費負担割合の増によ
り、２,３２２万９千円の増と
なりました。

災害復旧事業災害復旧事業費費（０.５％）（０.５％）
３,５５０万９千３,５５０万９千円円
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標準的に収入が見込まれる一般財源の総額（町税、地方譲与税、普通交付税、臨時財政対策債、地方特例標準的に収入が見込まれる一般財源の総額（町税、地方譲与税、普通交付税、臨時財政対策債、地方特例交交
付金、交通安全対策特別交付金等の収入見込みの合算額）。町税収入等の減少により前年度と比べ１億８,付金、交通安全対策特別交付金等の収入見込みの合算額）。町税収入等の減少により前年度と比べ１億８,２２２２００
万８千円（３.９％）の減となっています。また、同規模の他自治体と比較して２倍近い額となっています万８千円（３.９％）の減となっています。また、同規模の他自治体と比較して２倍近い額となっています。。
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町の財政基盤の強弱を示す指標で、標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい
自力で調達できるか過去３か年の平均値で表します。具体的には、前年度の収入実
績をもとに算出する額（基準財政収入額）を、その団体が標準的な行政サービスを提
供するために必要とされる額（基準財政需要額）で割った率となり、数値が高いほど
財政が豊かであることを示し、１を超えると普通交付税の不交付団体となります。
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財政構造の弾力性を表す指標で、この数値が低いほど、臨時の財政
需要に対応できる能力が高いことになります。町村にあっては７０％程
度が妥当とされています。湯沢町は若干高めで推移しており、財政構
造の見直しが必要と言えます。
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Ｈ 23県内町最小値

Ｈ 23県内町最大値
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全国どこの自治体も一定水準の行政サービスを提供できるよう、財源が不足する団体に対しては、不足全国どこの自治体も一定水準の行政サービスを提供できるよう、財源が不足する団体に対しては、不足分分
をもとに算定された地方交付税が国から交付されます。普通交付税の額は、基準財政収入額と基準財政需をもとに算定された地方交付税が国から交付されます。普通交付税の額は、基準財政収入額と基準財政需要要
額の差額（財源不足額）をもとに国が算出します額の差額（財源不足額）をもとに国が算出します。。
財政力指数が１未満の団体は、財源不足団体となり、普通交付税が国から交付されます。湯沢町は昭和５財政力指数が１未満の団体は、財源不足団体となり、普通交付税が国から交付されます。湯沢町は昭和５４４
年度以降、基準財政収入額が基準財政需要を上回っていたため、不交付団体となっていましたが、平成２４年度以降、基準財政収入額が基準財政需要を上回っていたため、不交付団体となっていましたが、平成２４年年
度に度にはは基準財政収入額が基準財政需要基準財政収入額が基準財政需要をを下回り、単年度の財政力指数が０.９９９となりました。財源不足団下回り、単年度の財政力指数が０.９９９となりました。財源不足団体体
となりましたが、調整率を乗じた結果、平成２４年度は普通交付税が交付されないこととなりました。しかしとなりましたが、調整率を乗じた結果、平成２４年度は普通交付税が交付されないこととなりました。しかし、、
平成２５年度以降は普通交付税の交付団体となる可能性が高い状況となっています平成２５年度以降は普通交付税の交付団体となる可能性が高い状況となっています。。
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では公営企業の経営に関しても、健
全性を示す指標として「資金不足比率」を算定し公表することと定めています。
　この比率が経営健全化基準 (２０％) 以上になると、経営改善に取り組むための経
営健全化計画の策定が義務づけられます。

湯沢町では左図の
３会計が対象とな
りますが、全ての
会計で資金不足が
無いため、比率は
マイナスとなり、
「－」で表示してい
ます。
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自治体の財政破綻を未然に防ぐとともに、財政が悪化した自治体に対して早期に財政の健全化を促すことを目的
として、平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。各自治体はこの法律に
基づき、財政の健全性を示す４つの指標を算定し、監査委員の監査を経て議会に報告するとともに、町民に公表す
ることが義務づけられました。

　４つの指標とは、①実質赤字比率　②連結実質赤字比率　③実質公債費比率　④将来負担比率　です。

この４つの指標のいずれかが早期健全化基準以上になると「財政健全化計画」を、将来負担比率を除く３つの指
標のうちどれかひとつでも財政再生基準以上になると「財政再生計画」の策定が義務づけられます。

�①������

行政運営の基本となる一般会計の

赤字の程度を指標化し、財政運営の悪

化の度合いを示します。

湯沢町の実質収支は３億１,１３７万１

千円の黒字であるため数値は表示さ

れません。
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全ての会計の赤字や黒字を合算し、

赤字の程度を指標化することで、自治

体全体の財政運営の悪化の度合いを

示します。湯沢町の７つの会計すべて

の合計で黒字であるため数値は表示

されません（それぞれの会計をみても

赤字はありません）。

�③�������������
　
自治体が背負っている借金返済な

どの債務が、どれだけ財政を圧迫して

いるかを明らかにします。

湯沢町では早期健全化基準である

２５.０%を大幅に下回っており、前年度

に比べ１.０ポイント低下しています。

借金の償還が進み元利償還金が減少

したのがポイントを下げた主な要因

となっています。

�④������
　
借金や、将来支払っていく可能性の
ある負担金などの現時点での債務残
高が、将来財政を圧迫する可能性の度
合いを示します。
平成２３年度の比率は、地方債の現
在残高が増加し、学校整備基金から一
般会計への繰入を行ったため将来負
担に充当可能な財源も減少しました
が、下水道特別会計の借入金残高に対
する将来負担が減少したことから、昨
年と同様に数値は表示されません。

基準値
湯沢町健全化判断比率

財政再生基準早期健全化基準

２ ５ ％１ ５ ％ー
（ー）実質赤字比率

３ ０ ％２ ０ ％ー
（ー）連結赤字比率

３ ５ ％２ ５ ％４.３％
（５.３）実質公債費比率

ー３ ５ ０ ％ー
（ー）将来負担比率

（　）内の数値は平成２ ２年度
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重要なポイント

経営健全化基準資金不足比率会計名

２ ０ ％

ー水道事業会計

ー病院事業会計

ー下水道特別会計
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合計病院事業会計水道事業会計下水道特別会計一般会計町債残高

９３億７,２８７万６千円２億５,７６８万４千円１４億５,１３３万４千円６５億１９万１千円１１億６,３６６万６千円H２２年度末残高
６億１,７９８万３千円１,０５３万２千円９,９４５万４千円４億２,３２０万４千円８,４７９万３千円元金

H２３年度
返済額

３億０,３５５万７千円５６１万１千円５,８３６万７千円２億２,３６２万４千円１,５９５万４千円利子
９億２,１５４万円１,６１４万４千円１億５,７８２万１千円６億４,６８２万８千円１億７４万６千円計
２億６,７７０万円００１,７００万円２億５,０７０万円H２３年度借入額

９０億２,２５９万２千円２億４,７１５万１千円１３億５,１８８万円６０億９,３９８万７千円１３億２,９５７万３千円H２３年度末残高
  住民一人あたりの残高（H２４．３．３１現在　人口８,２５２人　９０億２,２５９万２千円÷８,２５２≒１０９万３千円（昨年１１３万４千円）

町債とは町の借金のことです。借入を行
う場合には、償還額が交付税に算入される
率の高いもの（優良債）を選択し、湯沢町が
交付団体となった後に、実質的な町の負担
がなるべく少なくなるよう配慮していま
す。町債には、施設整備等に要する財源を、
その施設を利用するであろう次の世代の
人たちにも負担してもらう（後年度負担）
という側面もあります。

財産目録
土地　　　　８,１５４㎡

庁舎
建物　　　延４,０７４㎡
土地　　　　８,７４２㎡

保育園及び福祉施設
建物　　　延４,６２９㎡
土地　　　１１６,６８１㎡

教育及び文化施設
建物　　　延２８,５１５㎡
土地　　　５９０,４７４㎡

その他の公共用施設
建物　　　延３０,１５２㎡
土地　　　　４３８１.０ha

山林、その他 立木　　　４４２,８４７㎡
建物　　　延１,４９５㎡

８８台庁用自動車（除雪車含む）
５,６３２万６千円有価証券（株式）
５,６０４万９千円出資による権利

２億１,００８万１千円債権（奨学貸付金）

平成２３年度末　基金残高
１９億６,５１２万７千円財政調整基金

一
般
会
計

７,３８７万２千円減債基金
１０億２,６９１万５千円学校施設整備基金
１億８１万６千円美術館建設基金

廃止地域福祉基金
１億円ふるさと基金
廃止中山間ふるさと水と土保全基金

２,１７４万４千円公共事業基金
７９２万９千円湯沢こころのふるさと基金
８,２３２万円国民健康保険支払準備基金

２億１,１６９万９千円下水道施設改修基金
７,３３１万７千円介護給付費準備基金

廃止介護従事者処遇改善臨時特例基金
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　基金の中で最も残高が多いのは財政調整基金です。平
成２３年度に１億９,４５３万８千円を積み立てました。また、
統合文教施設整備に伴い、学校施設整備基金からは一般
会計へ１億７,８０１万２千円の繰入を行いました。
　湯沢こころのふるさと基金とは、いわゆるふるさと納
税のことです。平成２３年度は町内外の１４名の方々から
２７５万円の寄付をいただきました。

一般会計における町債残高は平成２０年度まで減少していたのですが、
以降は増加してきています。これは、南魚沼市の斎場改築事業やごみ処
理施設整備事業にかかる負担金及び中央公園や道路改良にかかる費用
について借金をしたためです。今後は統合文教施設の整備などにより、
更なる増加が見込まれます。
一方、下水道特別会計の町債残高は、年々減少しているものの、６０億

９,３９８万７千円と多額になっています。これは過去に行った下水道のイン
フラ整備にかかるもののためです。この下水道特別会計のように、他会
計の借金返済のために一般会計から支出しているお金は、５億４,７３５万６
千円にも上り、一般会計の財政を圧迫するひとつの要因になっています。

町債とは反対に、町の貯金のことを基金といい
ます。基金には財政調整基金のように緊急の財政
需要や災害等でやむをえない経費に充てるものと、
学校施設整備基金のように特定の目的を達成する
ために積み立てるものがあります。
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差　引支　出収　入会　計　名
６,６４７万１千円１０億２,３４８万１千円１０億８,９９５万２千円国民健康保険特別会計
３１万３千円８,２４０万３千円８,２７１万６千円後期高齢者医療特別会計
４,５２９万円７億５,２８６万８千円７億５,７３９万７千円介護保険特別会計

５,５７１万１千円９億５,４１６万９千円１０億９８８万円下水道特別会計
△７５０万円３億５,５２５万７千円３億４,７７５万７千円収益的収支

水道事業会計
△２億８９７万３千円２億２,２９８万６千円１,４０１万３千円資本的収支
△５,１２４万９千円１億６,１０９万１千円１億９８４万２千円収益的収支

病院事業会計
△１,３６０万２千円１億１,４１３万５千円１億５３万３千円資本的収支
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�収入が１０億８,９９５万２千円、支出が１０億２,３４８万１千円で、差引６,６４７万１千円の黒字
国民健康保険の運営（被保険者に対する国民健康保険税の収納や医療費の給付など）にかかる収支を経理しています。

収入では、国庫支出金、国民健康保険税、前期高齢者交付金、共同事業交付金が大きな割合を占めています。支出では、保険

給付費が全体の６２.４%を占めており、前年に比べ３.８％増加しています。平成２３年度では、このような保険給付費の増加等に

ともなう収入の不足を補うため、国民健康保険支払準備基金（会計の安定した運営を図るための積立金）から２７万８千円、一

般会計からは、国の定める基準よりも１,９８７万８千円多く繰入を行いました。

��������	
��収入が８,２７１万６千円、支出が８,２４０万３千円で、差引３１万３千円の黒字
　新潟県後期高齢者医療広域連合に代わり被保険者に対する保険料を徴収し広域連合へ納付する費用等にかかる収支を経理
しています。平成２３年度決算では黒字となりましたが、この黒字分は全額翌年度に精算するための費用となります。

���������収入が７億５,７３９万７千円、支出が７億５,２８６万８千円で、差引４,５２９万円の黒字
　介護保険の運営（被保険者に対する保険料の収納や介護費の給付など）にかかる収支を経理しています。
　収入では、支払基金交付金、国庫支出金、繰入金、介護保険料（第 1号被保険者分）が大きな割合を占めています。

支出では、保険給付費が全体の８７.９％を占めており、前年に比べ１.９％増加しています。また、介護予防や総合相談支援等を目

的とした地域支援事業で４,０９０万９千円支出されています。

��������収入が１０億０,９８８万円、支出が９億５,４１６万９千円で、差引５,５７１万１千円の黒字
　公共下水道としての汚水の処理や処理施設の整備と管理などの運営に係る収支を経理しています。
　収入では、下水道事業の借入金の返済等に充てるため一般会計から繰り入れているお金が全体の６１.０％と最も大きな割合

を占めていますが、借入金の返済が進んだことにより、昨年と比べると１,０８５万円減となっています。続いて使用料が大きな

割合を占めております。支出では、湯沢・浅貝浄化センター改修等に係る建設費が大幅減となっています。

�������収益が３億４,７７５万７千円、費用が３億５,５２５万７千円で、差引△７５０万円の純損失
　水道の給水にかかる施設整備や管理などの運営にかかる収支を企業会計方式（複式簿記）で経理しています。
平成２３年度決算では、収益的収支（経営活動に伴うもの）が△７５０万円の純損失となりました。年々減少する有収水量に比例

し給水収益も減少している一方で、施設の老朽化による修繕費等の支出の抑制が難しくなってきていることが主な要因とし

て挙げられます。

�������収益が１億９８４万２千円、費用が１億６,１０９５万１千円で、差引△５,１２４万９千円の純損失
　病院は指定管理者よる運営ため、診療による収益や医師、看護師等の人件費などは指定管理者の会計で処理されています。
そのため、病院事業会計では、収入のほとんどが一般会計からの繰入金（１億２,０００万円）となっており、一方で現金支出をと

もなわない経費（減価償却費、繰延勘定償却費等）が多額であるため、平成２３年度決算の収益的収支は差引△５,１２４万９千円

の純損失となっています。資本的支出では、医療機器（医用画像装置）や車両の購入等を行いました。なお、資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額は、過年度損益勘定留保資金で補てんしました。

��������
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比　率歳出総額

１６.５％
６６億３,５８３万８千円
うち人件費
１０億９,５６７万８千円

※１人当たり給与費（退職手当除く）　
５３５万４千円

���������	
��※（平成２３年４月１日現在）

平均年齢平均給与月額平均給料月額区　分

４３.３歳
４３.１歳
４２.８歳

　　３３４,２９５円
　３４１,３７８円
　３６４,２８４円

３０９,５００円
３１４,５１３円
　３３６,３６１円

湯沢町
類似団体
新潟県

一般行政職

５１.３歳
４９.２歳
４９.０歳

　３０４,１５４円
　２７９,９２６円

　　３７６,１５７円

２９３,９００円
２６９,０１８円
３５０,０６５円

湯沢町
類似団体
新潟県

技能労務職

※給与とは給料と各種手当の合算（時間外勤務手当等除く）です
※類似団体とは人口規模や産業構造が湯沢町と類似する団体です

��������
対前年
増減数

職員数
Ｈ２３Ｈ２２

０
－２
０
－１
１
０
－１
０

２
２８
１３
４３
９
７
４
８

２
３０
１３
４４
８
７
５
８

議会
総務
税務
民生
衛生
農林水産
商工
土木

一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門

－３１１４１１７計
－３１６１９教育部門
０００消防部門
－６１３０１３６小　計

部門
区分
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����������	
���（各年４月１日現在）

100

95

90

85
湯沢町 類似団体平均 全国町村平均

Ｈ１８ Ｈ２３

８８.７

９０.７

９３.９
９２.４ ９３.５

９５.３

��������
過去５年間の
増減数（率）

Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８

-９ （-７.３％）１１４１１７１２２１２１１２３１２３一般行政
-５（-２３.８％）１６１９１７２６２７２１教　育
-１４ （-９.７％）１３０１３６１３９１４７１５０１４４普通会計
-１８（-５２.９％）１６１６１５１４１６３４公営企業等会計
-３２（-１８.０％）１４６１５２１５４１６１１６６１７８合　計

※各年度における定員管理調査において報告した部門別職員数です
※平成２４年４月１日の職員数合計は１４６名です。(教育長を除いた一般職に属する職員数 )

対前年
増減数

職員数
Ｈ２３Ｈ２２

０
０
０

４
５
７

４
５
７

水　道
下水道
その他

公
営
企
業
等

会
計
部
門

０１６１６小　計
－６１４６１５２合　計

※職員数は教育長を除いた一般職に属する職員数です ※その他は国民健康保険、介護保険、病院が含まれます

部門
区分

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を
１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指
数です。
※類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似して
いる団体のラスパイレス指数を単純平均したもの
です。

部門
年度

� 	 
 ���� �������	�
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新潟県湯沢町区　分
１７８,８００円１７２,２００円大学卒一 般

行政職 １４４,５００円１４０,１００円高校卒

※学校卒業後すぐに採用された場合の月額です
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内　容区　分

�配偶者　　　　　　　　　　 １３,０００円
�配偶者以外の扶養親族 １人につき ６,５００円

（配偶者がいない場合の１人目は１１,０００円）
扶養手当

�借家・借間
　月額１２,０００円を超える家賃を支払って
　いる場合、家賃に応じて  最高２７,０００円

住居手当

�電車・バス利用者         最高５５,０００円
�自動車等利用者　 ２,０００円～２４,５００円

通勤手当

�６月期　  期末手当　１.２２５月分　
　　　　　 勤勉手当　０.６４５月分
�１２月期　期末手当　１.３７５月分　
　　　　　 勤勉手当　０.６４５月分

《その他の加算措置》
職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　　　　　　　　　　　　　５～１５％
�一人当たり平均支給額　１２７万７千円

期末勤勉手当
（支給割合）

※扶養手当・住居手当・通勤手当は月額です
※勤勉手当には勤務成績評価の結果が反映されます
　評価結果に応じて支給割合は異なります
　（０.８３５月分～０.５３５月分の範囲。良好の場合は０.６４５月分）

実績（普通会計決算）区　分
１,５２９万４千円支給実績

Ｈ２３
時間外
勤務手当

１１万８千円１人当たり年平均
１,５２４万２千円支給実績

Ｈ２２
１１万２千円１人当たり年平均

内　容区　分

一般職
�勤続２０年
　自己都合　　２３.５０月分　
　 勧奨・定年　３０.５５月分
�勤続２５年
　自己都合　　３３.５０月分　
　 勧奨・定年　４１.３４月分
�勤続３５年
　自己都合　　４７.５０月分　
　 勧奨・定年　５９.２８月分
�最高限度額
　自己都合　　５９.２８月分　
　 勧奨・定年　５９.２８月分
�１人当たり平均支給額
　 自己都合　　５４３万３千円
 　勧奨・定年　２,５７０万６千円
《その他の加算措置》
定年前早期退職特例措置　　
　　　　　　　　　　２～２０％加算

退職手当

特別職
�町長　　給与月額×在職月数×４４％
�副町長　給与月額×在職月数×２６％
�教育長　給与月額×在職月数×２０％

※１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した
職員に支給された手当の平均額です

����������	�
平成２３年４月１日現在平成２４年４月１日現在区　分

類似団体平均全国町村平均県内町村平均湯沢町湯沢町＜報酬等月額＞

７２３,０００円７３２,０００円７２０,０００円７５９,０００円７２３,０００円町　長

給料 ５９５,０００円６０２,０００円５７２,０００円６１４,０００円５９５,０００円副町長

５４５,０００円５４７,０００円４９０,０００円５２２,０００円５２２,０００円教育長

２８８,０００円２９０,０００円２６４,０００円２８９,０００円２８８,０００円議　長

報酬 ２３６,０００円２３４,０００円２０５,０００円２４４,０００円２３６,０００円副議長

２１５,０００円２１３,０００円１８５,０００円２１３,０００円２１３,０００円議　員

  ６月期　１.５０月
１２月期　１.６５月

  ６月期　１.４０月
１２月期　１.５０月

＜期末手当＞

※平成２１年６月１日～平成２３年５月３１日の間は、町長１０％、副町長・教育長及び議員は５％の減額措置を
　実施。また、報酬等月額、期末手当ともに平成２４年４月１日に減額改定を実施

���������	
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処分内容処分理由人数区分
休職長期療養１人分限処分
ーー０人懲戒処分

※分限処分とは主に、職員が勤務を十分に果たせ
ない時などに行われる処分です
※懲戒処分とは、職員が法令などに違反したとき、
その道義的責任を追及して行う処分です

������
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ファミリー健康
　　プランとは

皆さんが積極的に関わ

り、健康づくりに取り

組めるよう、町民の皆

さん目線で平成１５年

に策定されました。

��������������

ファミリー健康プランは、世代ごとに目標を立て、実行していき、町民の皆さんひとり

ひとりが豊かな人生を送るために作られました。

知っていますか？
　　　　このマーク？

知っていますか？
　　　　　　ののぼり旗？ 

今年の５月に小学６年生・中学生は全数、高校生・１９歳以上は無作為抽出で、町民の皆

さんにアンケートをお願いしました。その結果「健康ファミリープランを知っている」

と答えた方が前回のアンケート結果より増えています！

今年度は、前回の計画から１０年が経ち、新たな計画を作る年。皆さんひとりひとりが主役

のプランです。ぜひ、ご意見・ご要望をお聞かせください！町民の皆さんの目線で、計画

を立て、町民の皆さんが積極的に関わるプランを作ります。行政だけで作る計画書ではな

く、より多くの町民の皆さんに計画に加わっていただき、「みんなの健康づくりのための

計画書を作りましょう！」
�　健康福祉課　�７８４－３１４９　�７８４－４５３６
　　　　　　　　� hukusi@town.yuzawa.lg.jp

�������	
 ����

������������������

第��回目／第�回目

������

�������	
�
�������	
���



��

虐待を受けたと思われる子ど

もを見つけたらご連絡・ご相

談ください。

湯沢町保健センター（健康福祉課）

　�７８４ー３１４９

南魚沼児童相談所

　�０２５－７７０ー２４００

児童相談所全国共通ダイヤル

　�０５７０－０６４－０００

ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっほ っ とととととととととととととととととととととと健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健 康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康 情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情 報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報
暮らしに役立つ情報をお届けしま暮らしに役立つ情報をお届けしますす
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身体的虐待
殴 る 、蹴 る 、投 げ 落 と す 、激 し く 揺 さ ぶ る 、や け ど を
負 わ せ る 、お ぼ れ さ せ る な ど

�������

性的虐待
子 ど も へ の 性 的 行 為 、性 的 行 為 を 見 せ る 、ポ ル ノ グ
ラ フ ィ の 被 写 体 に す る な ど

ネグレクト
（育児放棄）

閉 じ 込 め る 、食 事 を 与 え な い 、不 潔 に す る 、自 動 車 の
中 に 放 置 す る 、重 い 病 気 で も 病 院 に 連 れ て 行 か な い 。

心理的虐待 言 葉 に よ る 脅 し 、無 視 、兄 弟 間 で の 差 別 的 扱 い 、子 ど
も の 目 の 前 で 家 族 に 対 し て 暴 力 を ふ る う な ど

虐待に関して「もしかして・・」、「あれ？」と感じたことを連絡するのは、児

童虐待防止法に定められている、すべての国民の義務です。連絡は匿名で行う

こともできます。また、虐待の現場を見ていなくてもかまいません。たとえ間

違いでも、責任や罰則はなく、連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
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？介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料ををををををををををををををををををををををををををををを知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろううううううううううううううううううううううううううううう介護保険料を知ろう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

介護保険料は、医療保険ごとに設定されている介護保険
料率と給与等で決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担
します。組合管掌健康保険の場合、規約で保険料率と負担
割合が決まります。

  第２号被保険者
  の介護保険料　　　

なお、４０歳から６４歳の被扶養者は、個別に介護保険料の
負担はありません。

広報ゆざわ１０月２８日号では介護保険第１号被保険者についてのＱ＆

Ａをご紹介しました。

今回は、４０歳になったばかりとおっしゃる方から、「まだ６５歳になっ

てないけど今月の給料明細をみたら、給与明細の控除欄に『介護』という

名目で天引きされてるけど、どうして？」と問い合わせがありましたの

で、介護保険第２号被保険者について説明します。（ここでいう第２号被

保険者とは湯沢町に住所を有する４０歳から６４歳の人のことです）

介護保険の第２号被保険者とは

〇健康保険に加入している夫婦の介護保険料負担の有無（例）

�６５歳以上なので、第１号被保険者として　原則年金
　　から保険料天引き

� �������������������������������������

６７歳
○�

６３歳
○

５５歳
○

４０歳
○

３８歳
×

夫
被保険者

６５歳
○�

６６歳
○�

５３歳
×

３８歳
×

４３歳
×

妻
被扶養者

介護保険料に相当する額が「介護分」として国
民健康保険税に含まれています。H２４年の税額は
以下の計算により算出されています。

介護分　＝所得割（第２号被保険者の前年の基準総
　　　　　  所得【※１】×１.８％）＋均等割（その世帯
　　　　　  の第２号被保険者の人数×１３,２００円）

【※１】総所得金額から基礎控除３３万円を差し引いた額

国民健康保険

国民健康保険組合国民健康保険種類

国民健康保険組合市区町村保険者

�医療保険の加入先と保険者

健康保険

組合管掌健康保険協会けんぽ種類

健康保険組合全国健康保険協会保険者

介護保険料は、加入している医療保険 (健康保険や国民健康保険 )の保険料と合わせて納付します。

保険料の決め方は、加入している医療保険で次のように異なります。

職場の健康保険に加入している人国民健康保険に加入している人

�第２号被保険者の被扶養配偶者の介護保険料

４０歳から６４歳で職場の健康保険に加入している人
(被保険者 )は、加入する健康保険の保険者に医療保険
の保険料と合わせて介護保険料を納付します。
第２号被保険者に扶養されている配偶者は、６４歳ま
で個別に介護保険料の負担はありません。

介護保険料と納付方法

問　健康福祉課　福祉介護班 　�７８４ー４５６０

参考

＝
＜給与・賞与＞×介護保険料率（加
入している医療保険により異なる）
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柔
道
整
復
師
は
「
医
師
」
で
は
な
い
た
め
、
施

術
の
行
為
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
保
険
証
が
使

え
る
場
合
と
、
使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
受
診
の
際
に

は
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

保
険
証
が
使
え
る
場
合

・
外
傷
性
の
ね
ん
ざ
・
打
撲
（
ス
ポ
ー
ツ
で
の

　

ね
ん
ざ
な
ど
）

・
医
師
の
同
意
が
あ
る
骨
折
・
脱
臼
の
施
術

・
応
急
処
置
で
行
う
骨
折
、
脱
臼
の
施
術

　
（
応
急
手
当
後
の
施
術
は
医
師
の
同
意
が
必
要
）

保
険
証
が
使
え
な
い
場
合
【
全
額
自
己
負
担
】

・
日
常
生
活
に
お
け
る
単
純
な
疲
労
や
肩
こ
り
、

　

腰
痛
、
体
調
不
良
な
ど

・
病
気
（
神
経
痛
・
リ
ウ
マ
チ
・
五
十
肩
・
関

　

節
炎
・
ヘ
ル
ニ
ア
等
）
に
よ
る
、
こ
り
や
痛
み

・
脳
疾
患
後
遺
症
な
ど
の
慢
性
病

・
症
状
の
改
善
が
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

　
（
応
急
処
置
を
除
く
）

・
ス
ポ
ー
ツ
等
で
の
肉
体
疲
労
改
善
の
施
術

・
仕
事
中
や
通
勤
途
上
に
起
き
た
負
傷

　
（
労
災
保
険
か
ら
の
給
付
に
な
り
ま
す
）

施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意

①
負
傷
原
因
を
正
確

①
負
傷
原
因
を
正
確
にに

　

外
傷
性
の
負
傷
で
な
い
場
合
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
が
使
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、負
傷
原
因

が
労
働
災
害
に
該
当
す
る
場
合
は
、
労
災
保
険

か
ら
の
給
付
に
な
り
ま
す
。

　

交
通
事
故
の
場
合
は
、
必
ず
警
察
と
健
康
福

祉
課
の
窓
口
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

②
病
院
で
の
治
療
と
重
複
は
不

②
病
院
で
の
治
療
と
重
複
は
不
可可

　

同
一
の
負
傷
に
つ
い
て
同
時
期
に
整
形
外
科

の
治
療
と
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
重
複
し
て
受

け
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
柔
道
整
復
師
の
施

術
料
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

③③
施
術
が
長
期
の
場
合
は
、
医
師
の
診
断

施
術
が
長
期
の
場
合
は
、
医
師
の
診
断
をを

　

施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、
内
科
的
要

因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
医
師
の
診
断
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

④
療
養
費
支
給
申
請
書
は
自
分
で
サ
イ

④
療
養
費
支
給
申
請
書
は
自
分
で
サ
イ
ンン

　

療
養
費
支
給
申
請
書
は
、
受
領
者
が
柔
道
整

復
師
に
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
へ
の
請
求

を
委
任
す
る
も
の
で
す
。
内
容
を
よ
く
確
認
し
、

必
ず
自
分
で
自
署（
サ
イ
ン
）を
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
領
収
書
は
必
ず
も
ら

⑤
領
収
書
は
必
ず
も
ら
うう

　

領
収
書
を
必
ず
も
ら
い
、
金
額
が
問
題
な
い

か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
領
収
書
は
医
療
費
控
除

を
受
け
る
際
に
必
要
で
す
。
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

問　健康福祉課 国保保健班　
　　�７８４ー４５６０
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
の
お
知
ら
せ　
�

同
じ
病
気
で
重
複
し
て
受
診
す

る
の
は
控
え
ま
し
ょ
う 

同
じ
病
気
で
、
か
か
り
つ
け
の
お
医

者
さ
ん
か
ら
の
紹
介
も
な
く
、
医
療
機

関
を
次
々
と
変
更
し
て
受
診
す
る
と
、

そ
の
つ
ど
初
診
料
が
か
か
り
無
駄
な
医

療
費
が
発
生
し
ま
す
。ま
た
、何
度
も
同

じ
検
査
や
処
置
、
投
薬
な
ど
を
行
う
こ

と
に
な
り
、
ご
自
身
の
体
に
も
負
担
が

か
か
り
ま
す
。

日
ご
ろ
か
ら
、
ご
自
分
や
ご
家
族
の

健
康
管
理
に
つ
と
め
、
何
か
し
ら
の
異

変
を
感
じ
た
ら
、
早
期
に
か
か
り
つ
け

の
お
医
者
さ
ん
へ
相
談
・
受
診
す
る
こ

と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

頻
繁
に
受
診
す
る
の
は

控
え
ま
し
ょ
う

す
で
に
お
医
者
さ
ん
の
診
断
を
受
け

て
、
薬
も
処
方
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の

薬
を
飲
み
終
わ
る
前
に
心
配
で
ま
た
受

診
す
る
の
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

特
に
体
調
が
悪
化
し
た
わ
け
で
な
け

れ
ば
、お
医
者
さ
ん
か
ら
指
定
さ
れ
た
日

に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

夜
間
や
休
日
の
受
診
は
急
病
や

体
調
が
悪
化
し
た
場
合
の
み
に

し
ま
し
ょ
う 

「
普
段
の
病
院
は
混
雑
し
て
い
る
か
ら
」

と
い
う
理
由
で
夜
間
や
休
日
に
受
診
す

る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。本
来
の
診
療
費

の
ほ
か
に
別
料
金
も
追
加
さ
れ
ま
す
し
、

急
病
の
方
の
治
療
に
支
障
を
き
た
す
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。体
調
の
急
変
な
ど
の
や

む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、診
療
時
間
内

に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

Vol .５

柔
道
整
復
師
（
整
骨
院
・
接
骨
院
）
の
診
療
に
は
、

保
険
証
が
使
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ご
注
意
を
！

  
治
療
を
長
引
か
せ
な
い
た
め
に
・・・
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自
分
と
同
じ
想
い
を
子
ど

も
た
ち
に
し
て
欲
し
く
な
い

「
人
間
力
大
賞
に
選
ば
れ
た
こ
と
で
、
今

後
の
講
演
に
も
よ
い
影
響
を
与
え
、
よ

り
多
く
の
方
に
、
僕
の
よ
う
な
子
ど
も

た
ち
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け

る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。」

「
障
が
い
の
こ
と
を
気
軽
に
話
せ
る
世
の

中
に
す
る
た
め
、
自
分
の
想
い
を
多
く

の
方
に
伝
え
、
一
緒
に
苦
し
み
、
悩
ん
で

い
る
人
達
に
光
を
差
し
込
め
る
よ
う
に

地
道
に
活
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。
そ

の
先
に
、
子
ど
も
達
の
笑
顔
が
待
っ
て

い
る
と
信
じ
て
。」

人間力大賞

南
雲
さ
ん（
湯
沢
町
宮
林
出
身
）は
、

南
雲
さ
ん（
湯
沢
町
宮
林
出
身
）は
、高高

校
時
代
に「
理
解
力
は
あ
る
が
、読

校
時
代
に「
理
解
力
は
あ
る
が
、読
みみ

書
き
が
う
ま
く
で
き
な
い
」と
い
う

書
き
が
う
ま
く
で
き
な
い
」と
い
う
困困

難
か
ら
、引
き
こ
も
り
、う
つ
な
ど

難
か
ら
、引
き
こ
も
り
、う
つ
な
ど
にに

苦
し
む
。

歳
の
時
に
運
命
を
変
え

苦
し
む
。　

歳
の
時
に
運
命
を
変
え
るる

１９１９

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
出
会
い
、徐
々
に

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
出
会
い
、徐
々
に
回回

復
し
、

歳
の
時
に
学
習
障
が
い
の

復
し
、　

歳
の
時
に
学
習
障
が
い
の
読読

２１２１

字
障
が
い（
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
）で

字
障
が
い（
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
）で
ああ

る
こ
と
を
知
り
、よ
う
や
く
苦
し
み

る
こ
と
を
知
り
、よ
う
や
く
苦
し
み
かか

ら
解
放
さ
れ
た
。自
分
と
同
じ
よ
う

ら
解
放
さ
れ
た
。自
分
と
同
じ
よ
う
なな

子
ど
も
が
い
な
く
な
る
こ
と
を
願
い

子
ど
も
が
い
な
く
な
る
こ
と
を
願
い
、、

講
演
や
執
筆
等
、

講
演
や
執
筆
等
、啓啓
発
活
動
を
続
け
、

発
活
動
を
続
け
、

多
い
時
に
は
年
１
０
０
回
の
講
演

多
い
時
に
は
年
１
０
０
回
の
講
演
をを

行
っ
て
い
る
。こ
の
度
、南
雲
さ
ん

行
っ
て
い
る
。こ
の
度
、南
雲
さ
ん
はは

日
々
の
努
力
が
実
を
結
び
、公
益
社

日
々
の
努
力
が
実
を
結
び
、公
益
社
団団

法
人
日
本
青
年
会
議
所
が
主
催
し

法
人 
日
本
青
年
会
議
所
が
主
催
し
てて

い
る「
人
間
力
大
賞
」を
受
賞
さ
れ

い
る「
人
間
力
大
賞
」を
受
賞
さ
れ
たた
。。

障
が
い
の
こ
と
を
気
軽

に
話
せ
る
世
の
中
へ

本人自らが読字障がいであり

講演や出版にて啓発活動を行っている

南雲 明南雲　明彦彦
厚生労働大臣奨励賞受賞
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給
与
所
得
者
の
個
人
住
民
税

は
、
特
別
徴
収
が
法
律
等
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

個
人
住
民
税
（
個
人
県
民
税
＋
個

人
市
町
村
民
税
）
は
、
所
得
税
の
源

泉
徴
収（
天
引
き
）と
同
様
に
、事
業

者
（
給
与
支
払
者
）
が
毎
月
従
業
員

（
給
与
所
得
者
）
に
支
払
う
給
与
か
ら

特
別
徴
収（
天
引
き
）し
、住
民
税
の

納
税
義
務
者
で
あ
る
従
業
員
に
代

わ
っ
て
、
従
業
員
の
住
所
地
の
市
町

村
へ
納
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

地
方
税
法
及
び
各
市
町
村
の
条
例

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

所
得
税
の
よ
う
に
事
業
者
が

税
額
の
計
算
や
年
末
調
整
を

す
る
手
間
は
か
か
り
ま
せ
ん

所
得
税
の
源
泉
徴
収
の
事
務
手

続
き
と
異
な
り
、
事
業
者
が
税
額
を

計
算
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
町
村
が
、
毎
年
５
月
に
事
業
者

（
給
与
支
払
者
）
に
対
し
て
「
給
与
所

得
等
に
係
る
町
民
税
・
県
民
税
特
別

徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書
」
で
特
別

徴
収
を
す
べ
き
額
を
通
知
し
ま
す
。

そ
の
税
額
を
毎
月
の
給
与
か
ら
特

別
徴
収
し
、
翌
月　

日
ま
で
に
合
計

１０

税
額
を
各
従
業
員
の
住
所
地
の
市

町
村
へ
納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の

方
も
原
則
特
別
徴
収
で
す

特
別
な
場
合
を
除
き
、
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
す
べ
て
の

従
業
員
か
ら
特
別
徴
収
を
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
特
別
な
場
合
（
例
）】

　

給
与
所
得
者
の
う
ち
支
給
期
間

が
ひ
と
月
を
超
え
る
期
間
（
例
：
年

俸
一
括
払
い
等
）
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
て
い
る
給
与
の
み
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
も
の
。
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④特別徴収税額の通知（５月３１日まで）

⑤個人住民税の徴収

（６月から翌年５月まで毎月の給与支給日）

①給与支払報告書の提出（１月３１日まで）

②退職者等の報告（４月１５日まで）

③特別徴収税額の通知（５月中旬まで）

⑥個人住民税の納入（翌月１０日まで）

※納期特例の承認制度あり
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湯沢町各施　　湯沢町各施設設　10月 30 日の測定結10月 30 日の測定結果果
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土地の
状況

測定結果（μＳｖ / 時間）
測定場所

地上１００ｃｍ地上５０ｃｍ地上１０ｃｍ

ウエット０.０５００.０５００.０６０湯沢町役場

ウエット０.１３３０.１３８０.１５０浅貝保育園

ウエット０.１３４０.１３６０.１３８三国小学校

ウエット０.０８３０.０９００.０９７旧三国小（二居）

ウエット０.０８００.０８２０.０８８三俣小学校

ウエット０.１０４０.１１００.１１０神立小学校

ウエット０.１０４０.１１２０.１１８土樽小学校

ウエット０.０９２０.０９６０.１０２湯沢中学校

ウエット０.１１４０.１１６０.１２４湯沢小学校

※雨の日の測定値は、空気中のチリが雨とともに地上に落ちることで
　　一時的に大きな数値となることがあります。測定した多くの施設で
　　雨上がりのウエット状態における測定でした。

※平成２６年度までに対象となる全ての事業主の方から個人住民税の特別徴収を実施していただくための準備を進めています。
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い
よ
い
よ
湯
沢
学
園
の
建
設

 
工
事
が
始
ま
り
ま
す
！

去
る　

月　

日（
木
）、湯
沢
学
園

１０

２５

の
起
工
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
晴
天
に
も
恵
ま
れ
、
国
会
議

員
、
県
議
会

議
員
を
は
じ

め
多
く
の
皆

様
の
ご
出
席

の
も
と
、
工

事
の
安
全
を

祈
願
す
る
と

と
も
に
、
鍬

入
れ
を
行
い

ま
し
た
。

湯
沢
学
園
は
、
保
育
園
児
・
小
学

生
・
中
学
生
が
一
体
と
な
っ
て
活
動

す
る
た
め
の
様
々
な
工
夫
を
取
り

入
れ
た
設
計
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
民
の
皆
様
、
園
児
・
児
童
・
生

徒
の
皆
様
、
湯
沢
町
の
夢
と
希
望
を

い
っ
ぱ
い
に
詰
め
込
ん
だ
湯
沢
学

園
の
完
成
を
楽
し
み
に
お
待
ち
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
認
定
こ
ど
も
園
が
完
成
す

る
の
は
平
成　

年
夏
頃
の
予
定
と

２７

な
る
た
め
、
長
期
間
に
わ
た
る
工
事

で
、
近
隣
の
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お

か
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

湯
沢
町
深
め
よ
う

　
　
　
　
  
絆
ス
ク
ー
ル
集
会

（　

月
４
日　

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
）

１０
　

県
の
「
深
め
よ
う
絆
県
民
運
動
」

に
も
と
づ
い
た
湯
沢
町
独
自
の
取

組
で
す
。
小
学
校
の
６
年
生
と
中
学

生
の
代
表
が
集
ま
り
、
積
極
的
に

「
絆
」を
深
め
、「
い
じ
め
の
な
い
明
る

く
楽
し
い
学
級
や
学
校
・
家
庭
・
社

会
生
活
」
を
、
全
員
で
創
っ
て
い
こ

う
と
誓
い
合
い
ま
し
た
。

　

こ
の
取
組
は
、
湯
沢
学
園
開
校
に

向
け
た
絆
づ
く
り
の
一
環
で
も
あ

り
ま
す
。各
校
の
取
組
発
表
と
共
に
、

中
学
生
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発

揮
し
た
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
行
わ

れ
、
児
童
・
生
徒
と
保
護
者
も
一
緒

に
な
っ
て
、
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご

し
ま
し
た
。

�

  建設工事のスケジュール概要（予定）
　H２４.１０　小中校舎棟、交流アリーナ棟着工

　H２６.３１　小中校舎棟、交流アリーナ棟竣工

　H２６.４１　小中学校開校　　既存中学校校舎解体、認定
　　　　　　　　　　　　　こども園、その他外構着工

　H２７.７１　認定こども園竣工

　H２７.１１　外構等全工事竣工

皆様のご意見で体操着・制服を決定します！

◎体操着サンプル展示会

　　

◎制服サンプル展示会

　１１月２７日�　東映ホテル（PTA連絡協議会） 午後４時～午後６時

　１１月２８日�～１２月３日�   湯沢カルチャーセンター
　　　　　　　　　　　　　  湯沢カルチャーセンターの開館時間

期　間学校名

１１/２８～１１/３０土樽小

１１/１９～１１/２３湯沢小

１１/６～１１/８湯沢中
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湯沢学園の体操着・制服は、保護者の皆様へのアンケー
トの結果、体操着は小・中とも新しいデザインにすること、
制服はこれまでどおり中学生だけが着用し、デザインを
新しくすることが決まっています。
デザインは、保護者や町民の皆様のご意見をもとに決
めるため、各学校等でサンプル展示会を開催しています。
各展示会場は在学中の保護者の皆様だけでなく、湯沢
学園に入学予定の保護者の皆様や一般町民の皆様からも
ご覧いただくことができます。多くの皆様から展示会場
へ足をお運びいただき、ご意見をお聞かせください。
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対
象
者

①　

歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯（
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
含
む
）

６７
②
世
帯
主
が
身
体
障
害
者
手
帳
を
有
す
る
者（
１
〜
４
級
）

③
母
子
世
帯（
母
と　

歳
以
下
の
子
ど
も
の
み
世
帯
）

１５

④
そ
の
他
要
援
護
世
帯

次
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
生
活
保
護
世
帯

・
町
民
税
課
税
世
帯

・
現
に
居
住
し
て
い
な
い
住
宅

・
親
戚
等
の
協
力
が
得
ら
れ
る
世
帯

　
（
子
供
や
孫
な
ど
の
協
力
を
優
先
し
て
下
さ
い
。）

・
世
帯
員
の
ど
な
た
か
が
、
世
帯
外
の
方
の
税
法
上
の

　
　

扶
養
親
族
と
な
っ
て
い
る
世
帯

対
象
費
用

・
屋
根
の
除
雪
・
消
雪
・
融
雪
に
要
し
た
費
用

・
屋
根
か
ら
の
落
雪
が
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す

　
　

場
合
、
そ
の
処
理
に
要
し
た
費
用

・
住
宅
周
辺
の
日
常
生
活
上
必
要
な
通
路
等
の
除
雪
、

　
　

消
雪
、
融
雪
に
要
し
た
費
用

助
成
額
の
目
安

平
成　

年　

月
１
日
か
ら
平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２４

１２

２５

１０

の
最
大
積
雪
深
を
目
安
に
、
次
を
上
限
額
と
し
て
３
月
末

に
口
座
振
込
で
支
給
し
ま
す
。（
最
大
積
雪
深
は
湯
沢
町

役
場
観
測
デ
ー
タ
に
よ
り
ま
す
。）

　
�
程
度 �
 
１
万
円　
　
　
�
程
度 �
 
２
万
円

１００

１５０

　
�
程
度 �
 
３
万
円

２００ 高
齢
者
世
帯
等
住
宅
除
雪
援
助
事
業
の
受
付
開
始

利
用
方
法

　

①
新
規
で
利
用
さ
れ
る
方
は
、
平
成　

年
１
月
末
日

２５

　

ま
で
に
申
請
書
を
左
記
受
付
窓
口
に
提
出
し
て

　

下
さ
い
。（
申
請
書
は
健
康
福
祉
課
ま
た
は
湯
沢

　

町
社
会
福
祉
協
議
会
で
お
渡
し
し
ま
す
。）

　

②
利
用
決
定
の
通
知
を
受
け
た
方
は
、
３
月
中
旬
の

　

締
切
日
ま
で
に
地
区
担
当
民
生
委
員
を
通
し
て
除

　

雪
実
施
報
告
書
」
と
「
領
収
書
の
写
し
（
申
請
者
名

　

ま
た
は
利
用
者
名
の
も
の
）」
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

　
　
（
締
切
日
は
決
定
通
知
の
際
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

受
付
窓
口

湯
沢
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

　

湯
沢
町
役
場
健
康
福
祉
課 �
７
８
４
・
４
５
６
０

　

湯
沢
町
社
会
福
祉
協
議
会 �
７
８
４
・
４
１
１
１

　

そ
の
他
、
地
区
担
当
民
生
委
員
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

  
昨
年
度
申
請
さ
れ
た
方
に
は

　
　
 
個
別
に
案
内
を
郵
送
し
ま
す
。

　

住
宅
の
屋
根
除
雪
等
を
自
力
で
行
う
こ
と
が
困

難
な
湯
沢
町
に
住
所
を
有
す
る
高
齢
者
世
帯
等
に

対
し
て
、
冬
期
間
（　

月
１
日
か
ら
３
月　

日
ま

１２

１０

で
）
の
除
雪
等
に
係
る
費
用
の
一
部
を
援
助
す
る

こ
と
で
、
生
活
の
安
全
確
保
と
心
身
の
安
定
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
で
す
。

普
通
救
命
講
習
の
ご
案
内

　

愛
す
る
人
、
大
切
な
人
が
目
の
前
で
急
に
倒
れ
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う

し
ま
す
か
…
…
？　

心
肺
蘇
生
法
・
A
E
D
使
用
方
法
・
異
物
除
去
・

止
血
法
。
あ
な
た
も
ぜ
ひ
応
急
手
当
を
身
に
付
け
ま
せ
ん
か
。

日
時
・
会
場
・
申
込
・
問
い
合
わ
せ　
　

　
　

月　

日�
　

午
前
９
時
〜
正
午

１１

１８

　

湯
沢
消
防
署　
�
７
８
４
・
３
３
７
７

　
　

月
９
日�
　

午
前
９
時
〜
正
午

１２

　

南
魚
沼
市
大
和
分
署　
�
７
７
９
・
４
６
０
０

　
　

月　

日�
　

午
前
９
時
〜
正
午

１２

１５

　

南
魚
沼
市
消
防
署　
�
７
８
２
・
５
３
３
１

そ
の
他　
　

受
講
者
に
は
修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

ど
の
会
場
も
内
容
は
同
じ
で
す
。
ご
都
合
の

　
　
　
　
　

良
い
会
場
に
、
直
接
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 定

員　

名
３０

 　　　　　　　　　　　　　　　（
各
回
と
も
）

い
ず
れ
も

　

無
料
で
す
。

　

多
く
の
方
か
ら
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
案
内
し
ま
す
。

日
時　
　

月
９
日�
〜　

日�
　

※　

日�
は
休
館

１１

１９

１４

会
場　

道
の
駅
南
魚
沼
雪
あ
か
り　

今
泉
記
念
館　

入
場
無
料

会
場
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（　

日�
は
午
後
３
時
ま
で
）　
　

１９

　
※
絵
画
サ
ー
ク
ル
絵
夢
は
、
湯
沢
町
在
住
の
絵
を
愛
し
、
描
き
展
示
し
、

湯
沢
町
の
文
化
、
芸
術
の
発
展
を
願
っ
て
、
ガ
ン
バ
ル
集
団
で
す
。

第
７
回
絵
夢
展　

開
催
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団体名発表内容部門NO.

藤本大正琴会こきりこ節、ちゃっきり節合奏1

よさこいゆざわ雪華よっちょれよさこい2

中子民謡会三階節民謡3

美雪山百合会越後湯沢駅新舞踊4

美野里会平清盛新舞踊5

美雪光和会島田のブンブン新舞踊6

花峰会佐渡両津甚句民謡7

美雪美鈴会だいこんの花新舞踊8

すみれ会信濃よいとこ民謡9

美雪秀光会博多山笠女節新舞踊10

湯沢フラの会マープマウケアラフラダンス11

美雪芝峰会男のなみだ雨踊り12

よさこいゆざわ雪華南中ソーランよさこい13

チェリー会野に咲く花のように、
島唄、あすという日がコーラス14

団体名発表内容部門NO.

国�吟詠会名鎗日本号、　　
涼洲詞、稗搗の歌詩吟1

すみれ会津軽あいや節民謡2

カラオケみのり会さざめ道カラオケ3

美雪山百合会雨の奥飛騨路新舞踊4

藤本三味線会尾鷲節民謡5

美雪光和会四季の詩新舞踊6

湯沢フラの会ケ・アリィ・フル・マモフラダンス7

美雪芝峰会お玉踊り8

中子民謡会会津磐梯山民謡9

美野里会紅の舟唄新舞踊10

美雪秀光会人生よいしょの渡り鳥新舞踊11

フレンドクラブ湯沢の女弾き語り12

フレンドクラブ旅人よ弾き語り13

��� ���

�������	
�������	
�� 主催：湯沢町芸能協会　湯沢町公民館
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　　開場：正午
　　開演：午後１２時３０分

　湯沢町公民館　２階ホール

入場無料

【成年男子個人】
　５５位　田村  敏明
　　　　（小千谷カントリークラブ・西原）

【成年男子団体】
　２５位　新潟（田村 敏明・佐藤・鈴木）

ゴルフ競技　結果
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　最優秀選手賞　高橋    涼 
　　（ INUSISI 魂・平沢 ）

　優秀選手賞　　廣瀬  悠次
　　（ 湯沢クラブ・駅通 ）

��������	�
�������	�������������		�
������

����　ＩＮＵＳＩＳＩ魂

 準優勝 　湯沢クラブ
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問　湯沢町公民館
　　�７８４ー２４６０

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

日にち　��月��日 �
時　間　午後１時 30分～午後３時

会　場　湯沢町公民館 1階　研修室

対　象　小学生と保護者

持ち物　針金のハンガー１本

参加費　１人　300 円

申　込　1１月 2１日�

　　　　公民館窓口または

　　　　お電話でお申し込み

　　　　ください。

※作品はイメージです
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か
わ
ら
ば
ん

ゆ
ざ
わ
情
報

防
災
訓
練
を
実
施

（
下
熊
野
町
内

防
災
訓
練
を
実
施　
（
下
熊
野
町
内
））

　
　

月　

日
（
日
）、
下
熊
野
町
内
の
自
主
防
災

１０

２８

組
織
に
よ
る
防
災
訓
練
が
実
施
さ
れ
、
雨
天
の

中
、
約　

名
が
訓
練
に
参
加
し
ま
し
た
。

５０

　

訓
練
で
は
、
豪
雨
に
よ
る
江
沢
川
溢
水
及
び

土
石
流
発
生
を
想
定
し
、
緊
急
連
絡
網
に
よ
る

招
集
訓
練
か
ら
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
越

後
湯
沢
第
３
駐
車
場
へ
の
避
難
訓
練
ま
で
の

流
れ
を
確
認
。
ま
た
、
災
害
対
策
本
部
を
設
置

に
よ
る
通
報
連
絡
等
の
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　

次
の
と
お
り
女
性
を
対
象
と
し
た
健
康
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
思
春
期
か
ら

更
年
期
に
至
る
女
性
ま
た
は
そ
の
家
族
等
で
、心
と
か
ら
だ
の
相
談
、妊
娠
や
避
妊
、

不
妊
に
関
す
る
こ
と
、
婦
人
科
の
病
気
な
ど
で
お
悩
み
の
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

女
性
の
産
婦
人
科
医
師
が
個
別
に
相
談
に
応
じ
ま
す
。
な
お
、相
談
は
予
約
制
で

す
の
で
ご
希
望
の
方
は
必
ず
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日　

時
…
…　

月　

日
（
火
）　

午
後
２
時　

分
〜
午
後
４
時

１２

１１

３０

場　

所
…
…
南
魚
沼
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
環
境
部　

診
察
室

申　

込
…
…　

月
４
日
（
火
）
締
切

１２

　
　
　
　
　

※
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　

問　

南
魚
沼
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
環
境
部　

地
域
保
健
課

　
　
　
�
７
７
２
・
８
１
３
７

女
性
の
健
康
相
談

女
性
の
健
康
相
談
会会

埼
玉
県
松
伏
町
と
災
害
援
助
協
定
を
締

埼
玉
県
松
伏
町
と
災
害
援
助
協
定
を
締
結結

　
　

月
４
日
（
木
）、
埼
玉
県
松
伏
町
と
、

１０
松
伏
町
役
場
に
お
い
て
災
害
援
助
協
定

を
結
び
ま
し
た
。

　

協
定
に
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し

た
場
合
、食
料
や
飲
料
水
、車
両
な
ど
を

提
供
ま
た
は
貸
与
す
る
ほ
か
、
職
員
の

派
遣
や
被
災
町
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と

な
ど
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　

松
伏
町
は
埼
玉
県
東
南
部
、
千
葉
県

と
の
県
境
に
位
置
す
る
人
口
約
３
万
１

千
人
の
町
。
プ
ロ
ゴ
ル
フ
ァ
ー
石
川
遼

選
手
の
出
身
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
縁

の
深
い
当
町
と
の
協
定
締
結
が
実
現
し

ま
し
た
。

　

会
田
松
伏
町
長
は
「
松
伏
町
と
し
て

は
初
め
て
遠
隔
地
の
自
治
体
と
災
害
援

助
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

災
害
時
の
み
な
ら
ず
多
様
な
交
流
を
通

じ
て
、
親
交
を
深
め
て
い
き
た
い
。」
と

話
し
て
お
り
、
今
後
の
交
流
人
口
の
増

加
に
も
期
待
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
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高齢者の住まいトラブル１１０番

日時　１１月１６日�　午前１０時～午後４時

内容　有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅の入居に関
　　　するトラブルや一時金、契約等に関するトラブル

 �無料電話相談　０５７０－０７３－１６５（当日限り・予約不要）

外国人のための一斉相談会（外国人１１０番）

外国人を対象とした無料法律相談会です。お気軽に何
でもご相談ください。

日時　１１月１７日�　午前１０時～午後４時

対応言語　英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、
　　　　　タイ語、タガログ語、ウルドゥ語、シンハラ語

 �無料電話相談　０５７０－０４５５３３（当日限り・予約不要）

　問　新潟県弁護士会　�０２５－２２２－５５３３

　新潟県司法書士会では、「勤労感謝の日」にあわせ、働く
人の抱える職場内や会社とのトラブルに関する無料相談
会を実施します。この機会にぜひご相談ください。

日時　１１月２３日�　午前１０時～午後３時

内容　賃金の未払い、サービス残業、不当解雇等に関する
　　　相談や、職場内でのパワハラ・セクハラ・いじめな
　　　どに関する相談

 �電話番号　０２５－２４３－９００１（当日限り）

　問　新潟県司法書士会　�０２５ー２４４ー５１２１

女性人権擁護委員による女性のための人権相談所

日時　１１月１７日�　午前１０時～午後３時

会場　南魚沼市民会館・小出ボランティアセンター

内容　離婚問題、、DV、セクハラ等女性に関する人権問題
　　　※相談は無料で秘密は厳守されます。

「女性の人権ホットライン」強化週間

日時　１１月１２日�～１６日�　午前８時３０分～午後７時
　　　１１月１７日�・１８日�　午前１０時～午後５時
内容　差別、、DV、セクハラ等女性に関する人権問題
　　　電話番号　０５７０－０７０－８１０（全国共通）

　問　新潟地方法務局南魚沼支局　�７７２ー３７４２

B型肝炎、C型肝炎の医療に関する心配ごと等があり
ましたら、ぜひ相談会へお越し下さい。※料金無料

日時　１１月３０日�　午後６時４５分～午後８時３０分
　　相談時間１人３０分程度（事前予約制）
会場　南魚沼地域振興局健康福祉環境部

申込　１１月２２日�　午後５時までに電話または来所に
　　　　　　　　　　てお申し込みください。
　　　�保健師等による訪問相談も実施しています。
　　　ご希望の方は、お問い合わせください。

　問　南魚沼地域振興局　医薬予防課　�７７２ー８１４２

　南魚沼福祉会はおかげ様で創立２５周年を迎えました。
地域の皆様、ボランティアの皆様のご支援・ご協力に感
謝し、記念講演会を開催します。

日時　１１月２２日�　午後２時～午後４時３０分

会場　南魚沼市民会館多目的ホール　※参加費無料

内容　第１部　利用者の想い（体験発表）
　　　第２部　記念講演
　　　�テーマ「子供から高齢者まで世代間を超えた共生」
　　　　　　　～遊びが育てる世代間交流～
　　　�講師：多田 千尋 氏
　　　　　　　東京おもちゃ美術館館長、ＴＢＳラジオ
　　　　　　　「子ども電話相談室」回答者など

　問　社会福祉法人南魚沼福祉会　�７７５－７５２５

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
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無料電話相談会（新潟県弁護士会）
　　　　　　　　　　　 　　　　新潟県弁護士会

労働トラブル１１０番
　　　　　　　　　　　 　　　新潟県司法書士会

女性の人権に関する相談
　　　　　　　　　　 新潟地方法務局南魚沼支局

肝炎医療相談会
　　　　　　　　　南魚沼地域振興局医薬予防課

講演「子供から高齢者まで世代間を超えた共生」
　　　　　　　　　　社会福祉法人南魚沼福祉会
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　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において
全額が社会保険料控除の対象となります。その年の１月
１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、納付したこと
を証明する書類の添付が義務付けられています。
　このため、平成２４年１月１日から９月３０日までの間
に国民年金保険料を納付された方については、１１月上旬
に日本年金機構本部から「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」送付しましたので、年末調整や確定申告の
際には必ずこの証明書（または領収証書）を添付してく
ださい。
　また、１０月１日から１２月３１日までの間に今年はじめ
て国民年金保険料を納付された方については、翌年の２
月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、
ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、
ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告して
ください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」について
のご照会は、控除証明書のはがきに表示されている番号
にお問い合わせください。

問　控除証明書専用ダイヤル（H２４.１１.１～ H２５.３.１５）　
　　　�０５７０－０７０－１１７（市内通話料金）
　　�０５０または０７０から始まる電話の方は
　　　�０３－６７００－１１３０（通常の通話料金）

　１０月１日（月）～１１月３０日（金）は麻薬・覚せい剤乱

用防止運動期間です。麻薬や覚せい剤などの薬物の乱用

は、使った人の心も体もボロボロに破壊してしまいます。

この機会に薬物乱用の恐ろしさについて、あらためて考

えてみてください。そして薬物乱用のない社会を目指し

ていきましょう。保健所では、啓発ビデオの貸し出し、啓

発資料の提供を行っています。お気軽にご利用ください。

問　南魚沼保健所　医薬予防課　　�７７２－８１４２

平成２４年度は、「税の役割と税務署の仕事」をテーマ
として、税の役割、適正・公平な課税と徴収の実現に向
けた国税庁、国税局及び税務署の取組や国税庁の ICT
化・国際化に対する諸施策について紹介します。また、
「e-Tax の利用促進」に向けた情報を提供します。

ICT 化を通じた納税環境の整備　
　e-Tax や確定申告書等作成コーナーの改善のほか、国
税庁ホームページにより、納税者が適正に申告・納税が
行えるよう納税の意義や税法の知識、手続等について
様々な情報提供を行っています。

国際的な取引への対応　
　国際的な取引への対応として、国際的租税回避への対
応をはじめとした適正・公平な課税の実現のための取組
や、国際的な二重課税の防止等のための相互協議、租税
条約に基づく情報交換を行っています。

国税庁への要望等をお寄せください　
　国税庁ホームページの「税の役割と税務署の仕事」紹
介コンテンツに、広く皆様から「国税庁に対する要望」等
をお聴きするためのアンケート窓口を開設します。

〇税に関する情報は国税庁ホームページ  www.nta.go.jp
〇 e-Tax に情報は e-Tax ホームページ  www.e-tax.nta.go.jp

　新潟県では、Ｕターンに役立つ情報誌「新潟Ｕターン
情報」及び「新潟生活」を年３回（８、１２、３月）発行して
います。
　情報誌では、県内企業の採用動向、就職ガイダンス等
のお知らせ、Ｕターンした先輩の体験談、新潟の豊かな
暮らしや魅力的な仕事を紹介しています。
　県外に進学、就職等しているお子さんを持つ保護者の
方であればどなたでもお申し込みになれます（無料）。
　ホームページ　http://www.niiget.jp
　もしくは「ニイゲット」で検索

問　新潟県県民生活課　�０２５ー２８０ー５１１２  

�������������

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
　　　　　　　　　　　 　　　　　日本年金機構

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
　　　　　　　　　　　 　　　　　南魚沼保健所

税を考える週間（１１月１１日～１７日）
　　　　　　　　　　　 　　　　新潟県市町村課

県の情報誌申込について
　　　　　　　　　　新潟地方法務局南魚沼支局
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放射性ヨウ素  I-１３１放射性セシウムCs-１３７放射性セシウムCs-１３４採取場所品目検査日

検出せず（検出下限３）１６５土樽地区マイタケ（露地菌床栽培）１０/２２

検出せず（検出下限１０）検出せず（検出下限１０）検出せず（検出下限１０）土樽地区大根１０/２２

検出せず（検出下限３）５検出せず（検出下限３）土樽地区ナメコ（露地原木栽培）１０/２２

検出せず（検出下限４）検出せず（検出下限４）検出せず（検出下限４）神立地区白菜１０/２３

検出せず（検出下限３）検出せず（検出下限３）検出せず（検出下限４）湯沢地区パプリカ１０/２３

検出せず（検出下限４）４１三俣地区ナラタケ（野生）１０/２３

検出せず（検出下限４）検出せず（検出下限４）検出せず（検出下限４）三俣地区白菜１０/２９

検出せず（検出下限５）２３５三俣地区ナラタケ（野生）１０/２９

湯沢町では、新潟県が実施した放射性物質検査において、野生キノコ
（シロヌメリイグチ）から食品衛生法の規格基準（１００ベクレル／ kg）を
超える４５０ベクレル／kgの放射性セシウムが検出されたことを受け、町
内のキノコ類、野菜について独自に放射性物質検査を行いました。
湯沢町内の小・中学校、保育園で提供している給食は、食品衛生法上
で定める１００ベクレル／ kgより更に厳しい２０ベクレル／ kgを基準と
していますが、今回の検査では、検出されてもそれと同程度の数値と
なっています。
今後も湯沢町では、食の安心安全を確保するため、随時、放射能物質検
査を行い、結果について公表していきます。

�������	
�������� 問　産業観光課  産業振興班　
　　�７８４ー４８５０

〇食品衛生上の規格基準（一般食品）　放射線セシウム…１００ベクレル /㎏　放射性ヨウ素…基準なし

（単位：ベクレル /㎏）

検査結果は、町のホームページにも掲載しています。


